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報告第２号説明資料 

芦屋市介護保険条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第4条 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は，

次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に

定める額とする。 

第4条 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は，

次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に

定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）

第39条第1項第1号に掲げる者 32,880円 

(2)～(14) （省略） 

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）

第39条第1項第1号に掲げる者 32,880円 

(2)～(14) （省略） 

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は，同

号の規定にかかわらず，29,640円とする。 


